
遺言能力スクリーニング検査ってどんなもの？

どんなことを聞かれるの？

認知機能検査の実施経験がある公認心理師が担当いたします。

検査は次の3つの内容で構成されています。
① いくつかの遺言場面を提示し、その状況の理解度を確認します
② 基本的な金銭概念について確認します
③ 遺言に関する基本的な単語の意味を確認します

検査担当者との対話形式です。所要時間は30分程度です。
質問への口頭での回答が主ですが、紙や鉛筆を使って作業していただくこともあります。

検査の結果は、報告書にまとめて、ご本人様宛てに送付いたします。
（1～2週間程度、お時間をいただきます）
※この報告書は、遺言を科学的に裏付ける資料になります。

※本検査と併せて、改訂長谷川式簡易知能評価スケール（HDS-R）や、Mini-Mental State 
Examination（MMSE）をお受けいただくことも可能です。

どうやって実施されるの？所用時間は？

どんな人が担当するの？

結果はいつ分かるの？

受検に年齢制限はあるの？

年齢制限はございません。


